
慶
林
坊
日
隆
が
妙
本
寺
で
の
修
行
時
代
の
大
き
な
出
来
事
の
一
つ
は
日
舞
聖
人
の
後
職
月
明
と
の
化
儀
・
化
法
両
面
で
の
対
立
で

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
日
存
・
日
道
（
日
純
）
・
日
隆
（
剛
立
）
三
師
は
応
永
十
六
年
頃
妙
本
寺
を
退
出
し
て
各
地
を
巡
っ
て
教
学
の

研
鐙
を
さ
れ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
間
に
月
明
が
僧
正
位
を
望
ん
だ
こ
と
か
ら
妙
本
寺
は
叡
山
大
衆
に
破
却
さ
れ
月
明

は
知
見
に
避
難
す
る
と
い
う
事
態
と
な
り
、
存
道
両
師
は
月
明
が
遠
離
於
塔
寺
の
法
難
に
遭
っ
た
も
の
と
考
え
て
帰
山
し
、
そ
の
後

に
日
立
も
帰
山
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
帰
山
に
際
し
て
日
存
日
道
両
師
と
日
立
か
ら
月
明
に
夫
々
起
請
文
が
提
出
さ
れ
た
が
、
後
に

日
立
の
起
諭
文
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
が
化
儀
に
つ
い
て
の
起
論
文
か
、
化
法
に
も
亘
る
起
諭
文
か
の
疑
義
が
生
じ
、
そ
の
結
果
Ｈ

《
’
一

立
の
起
諭
文
の
存
在
の
打
無
を
問
題
に
す
る
文
献
ま
で
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

（
の
ｓ

本
稿
で
Ⅳ
庇
検
討
し
て
お
き
た
い
。

問
題
の
所
在

日
隆
聖
人
の
起
請
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討

桂
林
学
寵
鋪
三
十
三
号
令
和
五
年

小
西
日
逵
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し
て
い
る
。

《
３
〉

日
立
の
応
永
年
間
の
行
動
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
出
来
る
一
般
的
な
史
料
と
し
て
は
、
『
日
像
門
家
分
散
之
由
来
記
」
が
あ
り
、

宗
門
内
の
史
料
に
は
江
戸
時
代
に
成
立
し
た
日
隆
の
伝
記
謀
が
あ
る
。
そ
こ
で
各
史
料
を
確
謹
し
て
お
き
た
い
。

伽
『
Ⅱ
像
門
家
分
散
之
川
来
記
」
の
記
珊

ま
ず
Ⅱ
存
．
Ⅱ
巡
・
Ⅲ
血
盟
師
が
Ⅱ
明
に
起
州
文
を
艇
川
し
た
邪
怖
に
つ
い
て
「
Ⅱ
像
門
家
分
散
之
川
来
紀
」
は
次
の
よ
う
に
妃

一
、
本
能
寺
退
出
之
伽
、
輔
進
坊
Ｈ
存
ノ
収
珈
山
、
好
学
坊
Ⅱ
純
ハ
弟
也
、
暖
林
坊
ハ
甥
也
、
此
椚
進
坊
兄
弟
未
ダ
三
条
ノ
坊
門

不
し
破
時
寺
ヲ
罷
出
シ
ナ
リ
、
多
ク
故
ア
リ
、
典
党
上
人
公
〃
様
ノ
御
成
叩
サ
セ
候
時
、
上
意
ヨ
リ
御
妙
二
云
当
ボ
ノ
法
理
如

何
、
上
人
符
云
、
滅
謹
同
家
ノ
法
門
ヲ
申
ト
ノ
御
篠
也
、
殊
勝
二
候
ト
テ
亜
テ
御
尋
モ
ナ
シ
、
椚
進
坊
兄
弟
処
ヲ
第
一
曲
邪
ト

巾
邪
也
、
其
故
ハ
身
命
ヲ
拾
ル
ト
モ
宗
義
ヲ
思
ノ
碓
二
申
庇
鹿
二
、
幸
ノ
御
諦
ノ
時
御
叩
無
キ
ハ
上
人
様
ノ
御
不
足
也
、
足
し

鋪
一
也
、
第
一
三
ハ
本
迩
ハ
勝
劣
也
、
是
し
侭
ノ
事
ア
マ
ダ
有
レ
ド
モ
先
ヅ
略
ス
、
所
詮
上
人
様
ダ
ニ
モ
御
同
心
ナ
ラ
バ
御
袋

持
ニ
ナ
リ
ト
モ
成
り
御
門
徒
二
堪
忍
可
し
申
由
、
申
捨
テ
寺
ヲ
退
出
シ
テ
越
前
ノ
敦
賀
二
下
テ
兄
弟
慶
林
坊
等
皆
皆
居
住
ス
、

其
後
三
条
坊
門
破
ラ
レ
テ
上
人
様
丹
波
二
御
下
向
有
ル
也
、
然
二
若
州
小
浜
妙
興
寺
ヨ
リ
上
人
様
ヲ
被
し
申
御
法
談
三
七
日
ア

リ
、
此
事
ヲ
敦
賀
ニ
テ
間
テ
如
し
斯
仏
法
ノ
為
二
遠
離
於
塔
寺
ノ
難
二
値
上
玉
フ
虚
ノ
上
人
様
二
改
悔
不
腸
申
永
劫
ノ
苦
報
ア
ャ

ゥ
シ
ト
テ
敦
賀
ヨ
リ
小
浜
二
越
テ
起
請
文
ヲ
奉
レ
捧
改
悔
申
、
是
日
存
日
純
也
、
其
後
上
人
様
御
上
洛
ア
ル
也
、
請
文
二
条
条

ノ
暴
悪
ト
書
タ
ル
ハ
是
也
。
如
レ
此
両
人
ハ
参
し
共
、
慶
林
坊
ハ
終
二
不
し
参
、
其
後
出
京
シ
テ
高
辻
油
小
路
ト
五
条
坊
門
ト
ノ

日
隆
型
人
の
起
諭
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
鋤
（
小
西
Ⅱ
遥
）

１
日
隆
（
日
立
）
の
起
請
文
提
出
に
関
す
る
史
料
に
つ
い
て
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間
東
ノ
ッ
ラ
ニ
寺
ヲ
立
テ
号
本
応
寺
、
此
ニ
テ
談
義
ス
、
勝
劣
ノ
弘
通
以
ノ
外
也
、
当
寺
ノ
砦
衆
間
し
之
正
ク
昨
日
今
Ｈ
迄
ノ

者
ガ
御
膝
元
ニ
テ
如
し
斯
悪
義
ヲ
申
、
哀
レ
御
免
ア
ラ
バ
申
度
川
各
望
叩
、
此
時
上
人
様
忠
賢
干
如
坊
ヲ
間
符
二
被
仰
付
心
千

如
坊
仰
ヲ
紫
テ
既
二
御
輿
ヲ
下
サ
ル
、
是
二
乗
テ
彼
寺
二
行
テ
典
Ｈ
間
杵
ノ
法
門
二
散
箇
条
勝
シ
、
即
チ
料
価
シ
テ
鯛
ヵ
鯛
ヵ

被
し
巾
、
上
人
棟
御
悦
益
無
し
限
、
去
秘
二
千
如
坊
濫
之
施
綴
ニ
テ
彼
寺
二
行
、
只
今
ハ
抑
使
也
、
對
巌
ハ
何
ト
ャ
ラ
ン
忠
述
ル

邪
な
リ
ー
心
底
ヲ
不
し
残
可
し
叩
、
旗
ラ
ン
ト
テ
ヨ
Ⅱ
望
夜
腿
林
坊
ノ
腿
ニ
テ
側
縛
シ
、
終
二
伏
セ
サ
セ
側
道
シ
テ
御
Ⅱ
二
掛
テ

起
捌
文
ヲ
被
し
非
、
典
後
本
応
寺
ヲ
当
寺
へ
寄
進
ス
、
派
条
大
密
ノ
峠
ノ
御
影
蛍
ハ
畷
林
坊
ノ
本
堂
也
、
腿
老
坊
ハ
科
馴
院
ノ

坊
山
、
処
し
今
ノ
寺
ノ
仏
塘
ハ
本
晦
寺
ノ
仏
墹
也
、
末
代
ノ
祇
拠
ノ
為
二
本
噛
二
匙
ヲ
被
し
舩
也
、
如
し
是
改
悔
シ
タ
リ
シ
ガ
、

又
越
後
ヨ
リ
四
条
堀
川
本
禅
寺
へ
日
陣
ト
云
人
上
洛
シ
テ
殊
ノ
外
勝
劣
ノ
法
門
ヲ
談
ズ
、
間
テ
モ
京
都
ヲ
バ
側
多
キ
故
二
摂
津

ノ
図
尼
ケ
崎
二
下
テ
本
興
寺
ト
云
寺
ヲ
立
タ
リ
シ
也
、
難
し
然
謝
文
ヲ
恐
ル
、
弘
通
ヲ
バ
セ
ズ
ト
承
及
也
、
又
梢
進
坊
ハ
勝
劣

ノ
久
習
ア
ル
故
二
妙
蓮
寺
卜
同
心
ス
、
又
妙
迩
寺
ニ
モ
不
し
制
シ
テ
度
度
出
テ
即
本
能
寺
ヲ
取
立
テ
、
塵
林
坊
ヲ
妙
蓮
寺
ノ
祖

師
ニ
ス
ル
ャ
否
ヤ
ノ
挨
拶
有
リ
、
妙
蓮
寺
ニ
ハ
イ
ナ
ト
云
、
本
能
寺
衆
ハ
曲
事
卜
云
、
後
ニ
ハ
公
方
ノ
沙
汰
ニ
ナ
リ
シ
也
、
何

レ
モ
目
安
ヲ
以
テ
申
セ
シ
也
、
去
程
二
本
能
寺
ヨ
リ
ハ
日
隆
ハ
是
行
学
兼
備
ノ
道
者
也
ト
云
、
妙
蓮
寺
ヨ
リ
是
ヲ
答
ル
時
、
先

ヅ
Ｈ
隆
ガ
行
ノ
カ
ケ
タ
ル
本
ハ
ニ
十
七
歳
ヨ
リ
隠
居
シ
テ
堂
ノ
如
法
ニ
ア
ハ
ズ
、
学
ノ
不
足
ナ
ル
事
ハ
妙
本
寺
ノ
忠
賢
千
如
坊

ト
ノ
問
答
ニ
ッ
マ
リ
、
ア
マ
ッ
サ
ヘ
請
文
ヲ
挙
グ
、
是
レ
行
学
共
ニ
タ
ラ
ザ
ル
手
本
也
、
争
力
此
人
ヲ
祖
ニ
ハ
ス
ル
ベ
キ
ト
申
、

其
時
日
隆
ガ
起
請
文
ノ
案
ヲ
妙
蓮
寺
ョ
リ
当
寺
へ
借
用
ス
、
即
チ
写
御
借
シ
也
云
云

こ
の
『
日
像
門
家
分
散
之
山
来
記
』
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
日
存
・
日
純
（
日
通
）
・
日
隆
（
Ⅲ
立
）
の
三
師
が
妙
本
寺
を
退
出
し
た
が
首
謀
背
は
糀
進
坊
日
存
で
あ
る
。
日
道
は
日
存
の

弟
で
、
Ⅱ
隆
は
甥
で
あ
る
。
こ
の
三
人
は
妙
本
寺
が
破
却
さ
れ
る
伽
に
寺
を
退
出
し
た
が
、
次
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
。
㈲
公
方

Ⅱ
隙
剛
人
の
起
鋤
文
提
出
に
つ
い
て
の
押
検
紬
（
小
閥
Ⅱ
趣
）
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④
Ⅱ
隙
は
こ
の
よ
う
に
改
悔
し
た
が
、
丁
庇
越
後
か
ら
Ⅱ
陣
が
上
洛
し
、
本
禅
寺
で
本
迩
勝
劣
義
を
談
じ
た
。
こ
れ
は
Ⅲ
隙
に

と
っ
て
応
援
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
京
郁
で
は
仰
り
が
多
い
の
で
、
摂
漱
尼
崎
に
下
り
本
興
寺
と
い
う
寺
を
述
立
し
た
。
し

し
た
の
で
、
以
前
（

価
い
た
の
で
あ
る
。

（
将
耶
）
が
妙
本
寺
を
訪
れ
た
時
に
、
当
宗
の
法
理
は
何
か
と
聞
い
た
が
、
月
明
は
鍍
護
国
家
の
法
門
と
答
え
、
公
方
は
殊
勝
な

こ
と
だ
と
一
画
っ
て
更
に
蘭
Ⅲ
は
無
か
っ
た
。
身
命
を
拾
て
て
も
公
方
に
宗
義
を
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
公
方
か
ら
の
質
問
に

宗
祖
の
典
意
を
伝
え
な
か
っ
た
の
は
第
一
の
曲
邪
で
あ
る
。
口
本
迩
は
勝
劣
で
あ
る
の
に
、
月
明
は
本
迩
一
致
を
咄
え
て
い
る
。

も
し
同
心
で
あ
る
な
ら
ば
月
明
の
従
蒋
と
な
っ
て
で
も
仕
え
た
で
あ
ろ
う
に
、
そ
れ
は
叶
わ
な
か
っ
た
。

②
こ
の
後
三
師
は
寺
を
川
て
越
伽
の
救
側
に
鵬
住
し
て
い
た
が
、
妙
本
寺
が
破
却
さ
れ
て
月
明
は
丹
波
に
避
難
し
た
。
と
こ
ろ
が

月
明
は
若
狭
小
浜
妙
卿
寺
か
ら
の
招
謝
で
、
法
談
を
三
七
Ⅱ
間
行
っ
た
と
い
う
。
こ
の
邪
を
聞
い
た
日
存
・
日
道
両
師
は
、
Ｈ
明

が
遠
離
於
塔
寺
の
法
難
に
遡
っ
た
と
理
解
し
、
改
悔
し
て
帰
山
し
な
け
れ
ば
永
劫
の
苦
報
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
小
浜
に
来

て
起
請
文
を
提
出
し
て
帰
山
し
た
。
し
か
し
日
隆
は
帰
山
し
な
か
っ
た
。

③
日
隆
は
京
に
出
て
本
応
寺
を
建
立
し
、
こ
こ
で
勝
劣
義
を
談
義
し
た
が
、
妙
本
寺
の
蒋
衆
は
勝
劣
義
の
弘
通
は
以
て
の
外
の
こ

と
だ
と
怒
り
、
月
明
の
許
し
が
あ
れ
ば
日
隆
と
談
義
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
し
か
し
月
明
は
、
忠
賢
千
如
坊
に
日
隆
と
問
答
す
る

よ
う
に
命
じ
輿
を
与
え
た
。
忠
賢
は
輿
に
乗
っ
て
本
応
寺
に
行
き
、
問
答
の
法
門
に
数
箇
条
勝
っ
た
。
そ
こ
で
月
明
に
問
答
の
様

子
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
月
明
は
大
変
喜
ん
だ
。
そ
の
後
、
忠
賢
は
催
の
直
綴
を
着
て
再
度
本
応
寺
に
行
き
、
日
隆
に
先
程
は
月

明
の
使
と
し
て
問
答
を
し
た
が
、
何
か
思
い
違
い
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
心
底
を
残
ら
ず
申
す
な
ら
ば
承
る
と
言
っ
て
三

Ｈ
三
夜
問
答
し
終
に
Ｈ
隆
を
挽
き
伏
せ
て
同
道
し
て
月
明
に
面
会
、
起
謂
文
を
書
か
せ
て
帰
山
さ
せ
た
。
日
隆
は
本
応
寺
を
寄
進

し
た
の
で
、
以
前
の
妙
本
寺
の
御
影
堂
は
本
応
寺
の
本
蛍
で
、
今
の
寺
の
仏
壇
は
本
応
寺
の
仏
壇
で
末
代
の
証
拠
の
為
に
本
堂
に

日
隆
聖
人
の
起
請
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
遙
）
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か
し
起
請
文
を
恐
れ
る
な
ら
ば
弘
通
は
せ
ぬ
は
ず
で
あ
る
。

⑤
日
存
は
勝
劣
義
を
泰
ず
る
故
に
妙
蓮
寺
と
同
心
で
あ
る
が
、
妙
迩
寺
に
も
留
ま
ら
ず
本
能
寺
を
取
り
立
て
て
日
隆
を
妙
蓮
寺
の

祖
師
に
せ
よ
と
申
入
れ
た
。
妙
辿
寺
は
否
と
言
い
本
能
寺
衆
は
曲
邪
と
争
い
公
方
の
沙
汰
と
な
っ
た
。
本
能
寺
か
ら
は
Ｈ
隆
は
行

学
簸
備
の
道
者
と
一
商
い
、
妙
蓮
寺
か
ら
は
日
隆
の
行
に
つ
い
て
は
二
十
七
歳
よ
り
阻
居
し
て
堂
の
如
法
に
合
わ
ず
、
学
の
不
足
は

忠
賢
と
の
間
将
に
負
け
て
起
禰
文
を
諜
い
た
こ
と
は
行
学
足
ら
ざ
る
手
本
で
あ
り
、
ど
う
し
て
此
の
人
を
祖
師
に
す
る
の
か
と
申

⑥
そ
し
て
そ
の
時
に
Ⅱ
隙
の
起
鮴
文
の
梁
文
を
妙
蓮
寺
よ
り
岱
朋
し
写
し
て
返
し
た
。

以
上
が
『
分
散
之
曲
来
肥
」
の
巾
で
Ⅱ
存
．
Ｈ
辿
・
Ⅱ
隆
三
師
に
Ⅲ
わ
る
部
分
で
あ
る
。

次
に
間
隙
の
伝
記
沖
で
起
耐
文
提
川
に
Ⅲ
わ
る
部
分
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

－
１
）

①
『
隆
師
御
傅
記
』

し
た
。

倒
隆
師
伝
記
番
の
紀
耶

一
、
日
隆
・
日
存
・
日
通
誓
紙
之
濫
筋
者
、
其
此
日
舞
之
持
律
恰
難
し
如
水
、
叫
衆
徒
已
放
逸
而
、
化
儀
不
し
等
し
師
。
専
為
弘

法
障
一
故
三
人
共
諌
露
師
弐
師
史
不
Ｌ
制
他
非
或
然
訓
倒
干
其
谷
恐
於
帰
寺
勢
一
而
、
放
誘
一
頁
捨
一
舞
師
一
不
し
信
。
其
後
、

尚
首
月
明
破
二
廃
於
勝
劣
而
、
頻
典
於
一
致
至
故
三
人
以
数
遍
之
条
目
一
諌
し
之
、
及
再
夛
突
。
月
明
怒
し
目
、
切
し
歯
、
挙
一

大
声
一
質
三
人
｜
日
。
汝
等
愚
迷
錐
二
甚
多
一
今
頗
不
レ
過
下
争
二
勝
劣
一
蔑
師
恩
一
此
二
之
罪
脆
就
し
中
師
恩
者
、
非
ｒ
子
高
二
於
山
↓
深
噸

於
海
上
也
。
然
今
不
一
違
背
而
巳
一
還
為
一
敵
対
一
之
大
悪
顕
然
焉
。
三
人
日
。
我
等
正
欲
ｒ
是
一
於
是
へ
非
噸
於
非
鵬
故
似
レ
背
二
子
師

恩
心
向
後
、
言
し
不
し
進
一
背
師
道
一
而
、
三
人
共
寄
一
子
仏
菩
薩
之
智
見
究
書
誓
紙
一
奉
一
月
明
。
文
章
在
し
左
。
其
後
三
人
発
一
明

Ｈ
隙
聖
人
の
起
論
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
遙
）
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一

伊

⑪

一

②
『
御
開
山
縁
起
」

同
（
応
永
）
十
二
年
乙
酉
師
年
二
十
二
歳
十
一
月
四
日
、
灘
公
卒
五
十
七
歳
。
弟
子
月
明
初
日
知
見
又
具
党
《
鼠
質
首
心
当

予
此
時
へ
迷
一
本
迩
勝
劣
而
方
興
干
混
同
一
致
之
説
頚
惑
｜
櫛
脱
妙
義
｜
而
殆
失
墜
時
機
相
応
之
旨
一
焉
・
所
以
蓮
師
之
門
流

分
二
両
派
而
鏡
一
本
迩
一
異
之
謙
論
一
焉
。
而
存
道
隆
之
徒
二
十
余
飛
、
談
一
言
月
明
一
日
、
凡
名
詮
自
性
者
自
然
之
理
、
内
外
典

之
格
式
也
。
元
祖
名
用
一
日
文
字
弍
深
意
多
端
而
諏
不
し
可
レ
誰
二
其
義
一
焉
。
而
今
名
用
月
文
字
《
錐
し
諌
下
戻
二
於
経
』
圓
失
噸
於

祖
意
い
月
明
敢
不
一
容
用
至
僑
慢
之
山
高
邪
執
之
海
深
、
而
如
二
火
益
々
執
少
如
一
水
益
々
深
一
美
。
師
猶
欲
‘
究
一
当
宗
之
奥
蔵
一
糺
噸

於
謬
解
之
異
執
い
探
二
考
経
文
本
疏
御
抄
渕
底
斗
兼
亦
為
し
極
二
諸
宗
所
立
主
寺
山
両
門
南
都
高
野
遊
学
研
究
都
二
十
年
。
此
師

之
於
レ
学
可
し
詔
し
勤
乎
。
而
宗
祖
之
所
弘
道
統
之
規
模
、
本
勝
迩
劣
炳
然
也
。
所
以
返
一
子
旧
寺
へ
難
し
諌
月
明
へ
執
情
不
し
磯

焉
。
因
し
蕊
応
永
二
十
五
年
初
夏
、
辞
月
明
一
而
出
妙
本
寺
《
移
干
妙
蓮
寺
↓
住
大
乗
坊
《
不
退
之
勤
学
以
欲
し
使
衆
生
回
匝

勝
劣
之
理
《
論
二
於
像
師
以
後
嗣
法
更
不
二
致
心
故
益
々
怒
而
、
是
非
遂
不
レ
決
突
。
其
此
若
年
之
悪
伯
、
悪
隆
師
而
、
以
↓

米
三
石
へ
属
託
干
力
者
一
欲
修
使
レ
殺
隆
師
Ｃ
力
者
許
諾
而
、
夜
半
忍
入
窺
於
隆
師
Ｃ
師
蒲
三
衣
向
書
聴
争
殊
勝
之
壮
聞

過
不
し
異
ド
四
采
と
聖
者
、
坐
樹
下
一
観
噸
於
飛
花
滞
莱
倣
也
。
力
稀
感
し
之
、
改
し
心
、
推
し
戸
而
、
入
し
案
、
郷
刀
杖
自
黄
野

心
総
於
腐
託
之
史
実
。
力
者
還
諌
し
師
云
。
今
夜
徹
し
川
於
寺
。
不
し
然
、
如
何
後
之
禍
英
。
我
則
蘭
し
可
し
為
供
奉
⑳
Ⅶ
、

助
於
師
令
レ
川
し
寺
。
好
学
坊
Ⅱ
道
・
鮒
進
腸
日
存
・
腿
林
坊
側
隆
典
外
側
志
之
弟
子
法
存
廿
人
共
夜
半
出
於
寺
潟
。
典
後

述
立
於
本
職
寺
而
、
守
於
像
帥
之
法
漉
本
迩
次
立
於
妙
辿
寺
Ⅲ
、
弘
像
師
嗣
法
之
勝
劣
↓
夷
。
存
巡
閲
帥
不
し
移
子
妙

辿
寺
心
於
本
腿
寺
逝
去
塒
。
永
享
年
中
隆
師
以
於
七
簡
之
脈
状
へ
杵
述
於
妙
辿
非
Ｈ
、
Ｈ
存
・
道
向
師
将
、
勝
打
偲
燈

之
功
。
術
し
あ
列
棚
云
云
。
仏
性
院
Ｈ
塵
之
云
。
以
於
学
功
之
半
仙
俺
列
修
祖
粁
、
前
代
数
多
有
し
之
。
況
於
後
代
術
し
有
し

之
。
肌
又
、
両
師
蒋
拝
状
過
月
明
く
不
し
恐
修
之
、
何
為
嗣
法
⑳
乎
、
氷
・
蕊
遂
止
突
。

日
隆
聖
人
の
起
請
文
提
川
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
遜
）
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迷
。
依
是
継
往
聖
一
開
来
学
一
之
功
、
豈
小
補
哉
。
御
聖
教
Ｈ
、
既
及
二
十
箇
年
一
東
西
馳
走
南
北
為
往
詣
↓
尋
し
之
求
レ
之

然
還
像
師
之
室
一
起
弘
法
誓
約
“
本
し
拝
門
流
之
章
疏
一
目
蓮
公
大
士
↓
至
舞
公
和
尚
一
本
門
之
首
題
師
資
肱
譜
文
義
了
々
也
。

又
日
侶
聖
人
江
番
云
‐
知
兄
殿
対
本
迩
之
法
理
御
誤
候
之
由
申
知
見
殿
ト
ハ
中
ヲ
述
申
テ
日
舞
聖
人
ヲ
ハ
血
脈
ニ
ッ
ヶ
叩
候

云
云
。
本
朝
百
二
代
称
光
院
御
宇
、
応
永
二
十
五
年
戊
戌
師
三
十
五
歳
、
〃
明
私
以
為
、
衆
徒
往
々
出
修
寺
、
以
塵
林
功
一
為

梁
師
ゞ
実
。
以
し
雌
含
恨
於
胸
中
⑳
有
し
岡
也
。

｛
６
－

③
『
Ⅱ
隙
大
上
人
御
一
代
徳
行
撫
澗
抄
』

一
、
予
時
応
水
廿
茄
年
御
開
山
御
年
三
十
四
舷
、
存
道
御
両
肺
ハ
典
ノ
巳
前
腓
一
年
御
州
山
ア
ラ
セ
ラ
レ
、
御
開
山
ハ
処
非
一
寺

御
述
立
ノ
思
召
立
故
、
翌
け
二
年
本
卿
寺
御
廸
立
、
打
チ
統
キ
典
歳
父
苅
御
逝
去
、
典
ノ
蝋
年
応
永
廿
三
浅
井
ノ
御
瀞
提
所
御

造
徹
等
ノ
邪
口
為
御
延
引
ノ
腿
今
艇
御
側
山
御
州
山
ノ
思
澗
也
。
之
二
曲
テ
災
ノ
趣
〃
明
二
通
シ
玉
フ
、
其
ノ
時
Ⅱ
明
Ⅱ
頃
御

開
山
ヲ
日
当
ト
シ
テ
届
ル
コ
ト
故
此
庇
別
シ
テ
念
二
念
ヲ
入
し
脚
分
ノ
恩
ハ
ク
ト
分
二
案
紙
ヲ
魁
メ
錐
シ
出
ス
批
一
紙
二
窓

奉
捨
邪
帰
正
恵
趣
考
依
魔
陳
ボ
レ
廃
先
師
・
於
御
門
流
縦
考
述
心
“
之
条
後
悔
也
已
二
今
翻
彼
邪
心
ｋ
者
雌

し
為
向
後
不
賜
可
し
奉
し
背
御
門
流
一
者
也
此
旨
述
背
申
候
者
法
蕪
経
中
之
三
宝
丼
地
測
之
大
士
殊
二
十
雛
刹
女
三
十
薪
神

惣
而
日
本
国
中
之
大
小
神
祇
之
蒙
御
削
為
し
堕
在
無
側
｜
者
也
側
而
起
諭
文
如
し
件

慶
林
坊
日
立
押

応
永
廿
五
年
三
月
廿
日
分
散
記
廿
八
日
二
作
也

如
レ
右
御
認
ノ
上
御
帰
山
遊
タ
此
鹿
御
帰
山
二
付
キ
起
請
文
ノ
沙
汰
二
及
プ
事
ハ
何
故
ナ
レ
ハ
其
時
ノ
風
俗
ニ
シ
テ
何
事
ゾ

日
隆
聖
人
の
起
論
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
Ｈ
遜
）

妙
本
寺
殿

敬
白
起
耐
文
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段
ハ
ー
時
之
意
得
述
テ
（
一
Ｊ
）

④
「
両
山
歴
譜
日
唱
本
一

同
（
応
永
）
十
二
乙
酉
、
師
二
十
三
、
十
一
月
四
日
舞
公
逝
去
世
寿
五
十
七
、
後
職
号
一
月
明
上
人
究
藤
氏
ヨ
リ
出
、
大
二
在
↓

世
ノ
権
威
釦
寺
内
抱
一
稲
刀
浪
人
一
等
至
一
化
儀
法
一
甚
不
し
正
、
亦
化
法
・
宗
義
大
廃
、
至
一
篝
公
↓
本
門
三
大
秘
法
奥
義
、
本

迩
法
門
忽
改
し
風
、
始
立
二
本
通
一
致
邪
義
二
二
公
益
歎
し
之
、
偏
打
一
諌
破
一
数
々
也
、
錐
し
然
僧
正
不
二
敢
承
諾
一
故
、
三
公
暫
待

《
マ
Ｃ
）

し
時
、
其
間
遊
二
叡
山
・
三
井
・
南
都
・
高
野
等
禿
伺
一
十
宗
大
』
且
又
謁
二
本
成
寺
日
陳
和
尚
へ
扣
二
本
迩
ノ
深
義
↓
以
二
起
請
文
《

聞
彼
流
至
理
一
情
思
惟
、
実
非
究
蓮
・
朗
法
義
有
余
不
了
法
談
一
也
、
然
メ
再
帰
一
妙
本
寺
《
復
諌
二
明
公
↓
公
勢
猛
不
し
納

し
之
、
却
照
日
、
汝
等
三
人
背
二
先
師
命
↓
不
し
随
二
門
流
↓
如
レ
法
追
一
宗
内
一
人
、
止
帝
都
俳
桐
《
其
勢
不
レ
可
レ
当
、
三
公
思
念

日
、
今
述
二
当
寺
命
主
錐
し
立
死
身
命
忠
還
失
二
弘
法
大
事
《
宛
直
し
角
殺
し
牛
、
不
し
如
二
化
儀
一
条
へ
去
二
先
師
述
背
ノ
悪
名
↓

然
待
レ
時
達
本
箪
依
し
之
応
永
二
十
五
年
、
師
三
十
五
、
初
夏
ノ
比
化
儀
式
ヲ
以
捨
二
舞
公
《
且
悔
不
し
従
当
時
僧
正
ノ
命
↓

非
ヲ
、
流
義
化
儀
式
違
背
ノ
義
不
レ
可
し
有
旨
、
即
認
一
起
請
文
へ
呈
一
僧
正
一
々
々
許
諾
、
難
し
然
法
義
ノ
謬
乱
非
し
可
一
黙
止
故
、

卜
云
ト
カ
リ
ソ
メ
ニ
モ
起
請
文
ヲ
認
ル
事
也
夫
レ
故
妙
顕
寺
派
ノ
分
散
記
ヲ
兇
二
三
師
耳
ナ
ラ
ス
其
ノ
数
出
リ
所
謂
彼
ノ
方

門
流
妙
覚
寺
立
本
寺
遊
起
請
文
モ
見
へ
タ
リ
又
他
門
入
一
テ
其
門
下
二
｜
立
義
ヲ
聞
モ
起
請
文
二
及
子
ハ
聞
コ
ト
不
し
能
也

彼
ノ
ー
致
方
ニ
云
う
妙
満
寺
日
什
上
人
ノ
俣
證
文
中
山
ニ
ア
リ
ト
云
云
是
ハ
ー
時
什
師
中
山
ノ
流
儀
ド
ノ
様
事
チ
ヤ
伺
フ
ニ

付
テ
ノ
ー
札
也
此
方
ノ
御
開
山
モ
初
妙
顕
寺
御
立
退
ノ
時
本
禅
寺
日
陣
日
間
然
一
紙
認
テ
彼
ノ
門
ノ
奥
義
ヲ
探
り
見
玉
ヒ

シ
瓢
ア
リ
是
等
ハ
当
門
御
再
興
前
御
遊
学
ノ
日
事
ニ
シ
テ
何
ノ
宗
旨
ニ
モ
ア
ル
事
也
夫
レ
実
二
帰
伏
證
文
チ
ャ
或
誤
證
文

ナ
ン
ト
云
ハ
其
時
時
迄
ヲ
不
し
弁
者
ノ
云
事
ニ
テ
都
テ
其
者
ガ
誤
り
也
況
今
御
開
山
ノ
御
起
請
文
ハ
如
し
聞
ル
法
義
ノ
諏
二
付

テ
ノ
事
ニ
ア
ラ
ス
此
度
帰
寺
遊
付
テ
已
前
月
明
ヲ
諌
暁
セ
シ
ア
マ
リ
師
匠
ト
奉
し
仰
キ
先
師
日
舞
上
人
ヲ
捨
出
寺
遊
タ
故
其

段
ハ
ー
時
之
意
得
述
テ
ゴ
ザ
ル
迄
ノ
ー
紙
也

Ｈ
際
聖
人
の
起
鋪
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
遙
）
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（
８
一

一
両
山
歴
譜
日
心
本
」

一
、
応
永
十
二
乙
酉
，

一
、
応
永
十
二
乙
酉
十

一
、
右
、
奉
拾
し
邪
婦
腰
正
意
趣
者
、
依
職
陳
４
奉
し
廃
先
師
伶
於
御
門
流
三
住
者
述
心
之
条
後
悔
千
万
也
、
己
二
今
翻
：

彼
邪
心
一
上
者
、
離
し
鵜
向
後
へ
全
ク
不
し
叩
し
泰
レ
背
御
門
流
者
也
、
此
旨
述
背
申
候
者
、
法
華
経
中
ノ
三
宝
井
二
地
禰
之
大

士
、
殊
二
十
羅
刹
女
・
三
十
稀
神
、
総
メ
而
日
本
国
中
之
大
小
ノ
神
祇
之
蒙
御
罰
斗
可
し
堕
一
在
無
間
一
者
也
、
依
テ
起
請
文
如
レ
件

沙
門
慶
林
坊
日
立
判
三
十
四
才
也

応
永
廿
五
歳
戊
戌
三
月
廿
日

妙
顕
寺
殿

一
月
四
日
Ｈ
識
上
人
遷
化
、
五
十
七
才
也
、
依
し
之
弟
子
月
明
溺
賀
主
、
自
此
時
初
テ
興
言
本
迩
一
異

之
隷
諭
命
大
二
失
末
法
下
樋
之
時
機
令
是
故
二
存
道
隆
之
徒
廿
余
號
諌
言
〃
明
日
ク
、
凡
ソ
名
溌
自
性
者
自
然
之
理
也
、

元
祖
実
名
二
川
Ⅱ
号
、
深
意
多
端
也
、
鯛
二
今
二
川
月
牙
や
雌
し
疎
Ｌ
尿
経
旨
、
失
岬
棚
意
い
敢
テ
不
杵
容
心
間
し
此
師
川
レ
寺

而
遊
学
ス
、
都
テ
三
井
山
門
南
都
間
野
聯
佃
歴
セ
ル
邪
殆
ト
十
余
年
也
、
再
上
販
旧
寺
へ
難
し
容
練
閾
勺
執
悩
弥
Ｉ
、
鼎
シ

一
説
Ｈ
、
稗
帥
雛
法
雅
隈
弘
、
生
蘭
柔
和
ニ
メ
Ⅶ
、
不
し
制
他
ノ
維
儀
勾
雌
ノ
故
二
衆
従
之
行
跡
化
儀
之
法
礼
及
漸
々

乱
一
有
志
之
従
雌
数
Ｊ
～
陳
膨
之
、
仁
慈
ノ
故
聯
閑
ニ
セ
リ
実
、
依
レ
之
至
没
后
ゐ
存
逝
隆
之
有
志
ノ
徒
猫
ヲ
恨
於
舜
師
．

邪
ア
リ
、
人
稀
法
飛
之
思
上
切
ナ
ル
故
也
ト

ー
、
Ⅱ
明
刷
、
述
批
廿
へ
背
寺
法
令
従
峨
二
杵
“
販
寺
俄
、
猫
ヲ
停
止
浴
中
俳
梱
心
大
二
忽
リ
、
不
し
及
誤
之
綴
文
↓
者
不

し
好
し
之
、
於
レ
此
熟
談
Ｈ
、
為
し
安
川
明
之
心
勾
於
化
儀
ノ
条
タ
考
可
起
證
文
心
溌
セ
リ

三
公
始
同
志
側
Ⅱ
余
誰
辞
一
妙
顕
寺
↓

敬
白
起
訓
文

日
隆
聖
人
の
起
諭
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
Ｈ
遜
）
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龍
、
評
破
云
是
全
日
潮
等
之
一
致
者
流
之
諜
普
也
、
今
乎
顕
ｒ
所
し
あ
其
謀
計
↓
於
謬
誤
之
徹
搬
ｋ
分
而
為
三
科
一
也
、
以
告
中

子
初
学
↓
潟
、
初
者
猟
ｒ
解
刻
於
侮
文
云
者
↓
其
譜
諜
止
焉
、
二
者
明
，
立
遺
理
一
以
偽
造
告
文
之
故
上
也
、
三
者
判
ｒ
明
法
之
邪

眠
・
以
一
致
将
流
Ｈ
潮
等
之
偽
造
告
文
者
正
為
恥
証
惑
止
肴
也
、
並
又
使
卜
設
於
問
答
料
簡
｜
而
迷
徒
乎
暁
覚
鵬
焉

さ
て
以
上
術
伝
紀
諜
の
記
耶
を
検
討
し
て
み
る
と
、

①
は
、
二
師
の
起
術
文
に
つ
い
て
は
、
Ⅱ
韓
は
排
律
堅
間
で
あ
っ
た
が
、
妙
本
寺
の
衆
徒
は
師
と
異
な
り
化
儀
に
つ
い
て
放
逸
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
望
師
は
Ⅱ
灘
に
陳
前
し
た
が
衆
徒
を
制
す
る
こ
と
は
無
く
、
そ
の
為
に
衆
徒
は
Ⅱ
群
を
楡
て
て
傭
じ
な
か
っ
た
。

そ
の
後
側
灯
と
な
っ
た
Ⅱ
明
は
、
勝
劣
義
を
廃
し
て
一
致
義
を
興
し
た
の
で
、
三
師
は
散
筒
条
の
条
Ⅲ
を
以
て
Ⅳ
望
練
耐
し
た
が
、

″
明
は
怒
り
Ⅲ
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
望
師
は
処
を
雌
と
し
非
を
非
と
す
る
こ
と
が
師
恩
に
宵
く
こ
と
に
見
え
た
の
で
あ

り
、
今
後
は
帥
適
に
汁
か
ぬ
と
の
縛
紙
を
沸
い
て
〃
明
に
提
出
し
た
。
そ
の
後
望
師
は
勝
劣
義
を
研
究
し
、
Ⅱ
隙
以
後
の
嗣
法
が
一

致
義
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
た
の
で
月
明
は
益
々
怒
り
、
遂
に
日
隆
を
殺
さ
ん
と
米
三
羽
で
力
蕃
を
脈
っ
た
が
、
力
肴
は
改
心
し
て

邪
怖
を
明
か
し
Ⅱ
隆
一
行
Ⅱ
人
を
避
難
さ
せ
た
。
Ⅱ
隙
は
本
応
寺
を
処
て
、
さ
ら
に
妙
巡
寺
を
処
て
て
日
倣
嗣
法
の
勝
劣
獲
を
弘
め

た
。
存
遊
岡
師
は
本
応
寺
で
逝
去
し
た
が
、
水
享
年
中
に
日
隆
は
妙
辿
寺
に
七
箇
条
の
訴
状
を
送
っ
て
両
師
を
列
祖
に
加
え
る
よ
う

に
と
申
し
入
れ
た
が
、
日
慶
は
両
師
は
学
功
に
お
い
て
半
佃
で
あ
り
、
ま
た
起
諭
文
を
Ｈ
明
に
過
じ
た
者
を
嗣
法
に
は
出
来
ぬ
と
し

あ
る
。

て
拒
絶
し
た
。

②
は
、
日
韓
が
率
し
月
明
が
貫
首
と
な
っ
た
が
、
本
迩
勝
劣
義
に
迷
い
一
致
の
説
を
興
し
た
の
で
蓮
師
の
門
流
は
分
か
れ
て
本
迩

⑤
『
日
隆
大
聖
人
募
縁
誌
』

前
半
の
伝
記
部
の
後
に
日
潮
《
本
化
別
頭
佛
祖
統
紀
」
に
対
す
る
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
ａ
そ
の
初
め
に
次
の
よ
う
な
記
事
が

（
９
）

『
日
隆
大
聖
人
募
縁
誌
』

Ｈ
際
聖
人
の
起
鋪
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
逵
）

－32－



一
異
の
繩
鐙
が
起
っ
た
。
〃
道
隆
三
師
聯
は
月
明
に
練
耐
し
た
が
聞
く
こ
と
は
無
か
っ
た
。
Ｈ
隆
搾
は
兜
に
教
学
を
究
め
る
為
に
二

十
年
に
面
．
り
各
地
を
遊
学
し
た
。
そ
し
て
添
机
の
本
愈
が
本
迩
勝
劣
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
の
で
Ⅲ
寺
に
締
っ
て
〃
明
を

線
め
た
が
聞
く
こ
と
は
無
か
っ
た
。
応
永
二
十
五
年
妙
本
寺
を
川
て
妙
蓮
寺
大
衆
坊
に
移
り
衆
雌
を
救
う
為
に
教
学
の
研
鋼
を
続
け

た
。
し
か
し
月
明
は
寺
内
の
衆
徒
が
退
川
す
る
の
は
Ｈ
隆
の
所
為
で
あ
る
と
恨
み
を
募
ら
せ
て
い
た
。

③
は
、
応
永
二
十
五
年
、
存
迫
間
師
は
既
に
帰
山
し
て
い
た
が
、
冊
隆
は
一
寺
述
立
の
思
い
が
あ
り
典
の
時
は
帰
山
せ
ず
、
応
永

二
十
二
年
本
応
寺
建
立
。
そ
の
後
帰
山
を
思
い
立
ち
起
請
文
を
提
出
し
た
。
こ
の
時
起
論
文
を
納
め
た
こ
と
は
他
に
も
例
が
あ
り
当

時
の
習
慣
で
あ
る
。
だ
か
ら
帰
伏
証
文
や
誤
証
文
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
起
請
文
は
法
義
の
課
で
は
な
く
以
前
月
明
を
諫

暁
す
る
余
り
Ｈ
韓
師
を
捨
て
た
こ
と
を
悔
い
た
も
の
で
あ
る
。

④
（
日
唱
本
）
は
、
日
雰
逝
去
後
月
明
が
後
職
と
な
っ
た
が
、
寺
内
に
帯
刀
の
浪
人
を
抱
え
る
な
ど
化
儀
に
不
正
が
あ
り
、
化
法

の
宗
義
も
大
廃
し
本
迩
一
致
の
邪
義
を
立
て
た
。
三
師
が
諌
め
た
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
三
師
は
諸
方
に
遊
学
し
本
成
寺
Ｈ
陣
に
謁

し
、
勝
劣
の
法
義
を
聞
き
妙
本
寺
に
締
り
榔
腱
吋
明
を
諌
め
る
が
返
っ
て
師
命
に
背
く
将
と
刈
ら
れ
た
。
三
師
は
今
月
明
に
逆
ら
っ

て
も
求
法
の
大
邪
を
失
う
。
先
ず
先
師
に
述
背
す
る
と
い
う
悠
名
を
避
け
、
後
に
本
懐
を
速
し
よ
う
と
応
水
二
十
五
年
起
甜
文
を
提

川
す
る
と
Ⅱ
明
は
肺
臓
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
法
凝
の
擢
乱
は
黙
止
出
来
ず
堂
師
は
Ⅲ
志
の
側
Ⅱ
余
人
と
妙
猟
寺
を
辞
し
た
。

（
Ⅲ
心
本
）
は
、
Ⅱ
稗
遷
化
後
″
明
が
俊
継
と
な
る
が
本
迩
一
異
の
紗
紬
が
起
こ
り
求
法
下
棚
の
時
機
を
失
う
。
望
師
群
錬
漁
す

る
も
Ⅱ
明
は
聞
か
ず
、
三
師
は
寺
を
出
て
十
余
年
術
方
を
遊
学
し
て
蹄
山
し
、
Ｗ
度
諌
誌
す
る
も
聞
か
ず
、
却
っ
て
眺
首
に
述
い
寺

法
に
背
く
徒
に
帰
寺
を
許
さ
ん
哉
、
洛
中
俳
伽
を
停
止
す
、
誤
り
の
証
文
無
く
ば
之
を
ば
許
さ
じ
と
。
そ
こ
で
月
明
の
心
を
安
ん
ず

る
為
に
化
儀
の
条
々
に
お
い
て
起
請
文
を
神
く
こ
と
を
承
知
し
た
の
で
あ
る
。

⑤
は
、
日
隆
の
伝
記
部
分
に
起
請
文
提
出
の
記
事
は
無
く
、
そ
の
後
に
次
の
よ
う
な
日
潮
の
『
本
化
別
頭
佛
祖
統
紀
」
中
の
起
請

日
隆
聖
人
の
起
舗
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
Ｈ
遙
）
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文
に
つ
い
て
の
批
判
が
あ
る
。

是
は
Ｈ
潮
等
の
一
致
者
流
の
謀
番
で
あ
る
。
今
そ
の
謀
計
た
る
謬
誤
の
根
拠
を
顕
か
す
為
に
三
科
を
設
け
て
初
学
に
告
げ
る
。
一
は
、

起
諦
文
を
分
解
し
て
疑
う
べ
き
こ
と
を
顕
し
。
二
に
は
、
道
理
を
立
て
て
偽
造
の
起
請
文
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
。
三
に
は
、
法
の

邪
正
を
明
か
し
日
潮
が
偽
造
し
た
起
請
文
は
証
惑
で
あ
る
こ
と
を
判
じ
、
問
答
料
簡
を
設
け
て
迷
徒
を
覚
醒
さ
せ
た
い
、
と
の
意
を

述
べ
て
い
る
。

も
の
で
あ
る
。

一
’

一

０

そ
れ
で
は
Ｈ
隙
が
提
出
し
た
起
耐
文
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
『
妙
顕
寺
文
井
」
に
所
収
の
起
捌
文
は
次
掲
の

敬
白
起
州
文
之
耶

右
、
無
猫
し
邪
州
じ
正
恵
趣
考
、
依
魔
陳
ゞ
米
し
礎
先
師
心
楡
御
門
流

述
心
・
之
条
後
悔
千
万
也
、
巳
今
翻
・
彼
邪
心
《
之
上
稀
、
難
し
為
向

後
句
全
不
卜
可
レ
恭
し
ず
御
門
流
↓
汁
也
、
此
旨
述
背
叩
蕃
、
法
花
経
中
三

潤
井
地
棚
大
士
、
殊
蕃
十
雛
刹
女
・
三
十
瀞
神
・
惣
旧
本
悶
中

大
小
神
祇
御
刑
蒙
、
後
生
可
し
為
し
敬
罪
無
川
｜
者
也
、
仏
起
諭
文
如
し
件

沙
門
冊
立
（
花
押
）

起
州
文
之
耶

脳
永
叶
五
年
三
川
廿
八
Ⅱ

日
隆
聖
人
の
起
諸
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
邊
）

Ⅱ
起
請
文
の
内
容
に
つ
い
て

他

1選

－34－



起
淵
文
の
文
恵
は
、
「
魔
障
に
よ
っ
て
先
師
を
礎
し
御
門
流
を
拾
て
述
心
を
懐
い
た
こ
と
」
を
後
悔
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
先

師
」
に
つ
い
て
、
後
掲
の
Ⅲ
隆
件
状
で
は
「
先
年
Ⅱ
韓
蝋
人
の
化
儀
之
邪
に
楡
叩
て
候
し
を
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
Ⅲ
舞
師
と
考
え
ら

れ
、
妙
本
寺
を
退
川
し
た
こ
と
を
「
御
門
流
を
拾
て
述
心
を
懐
い
た
」
と
記
し
、
「
今
彼
の
邪
心
を
翻
す
」
と
は
、
退
川
を
改
悔
し

て
妙
本
寺
に
帰
山
し
た
こ
と
を
表
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
此
庇
帰
山
し
た
上
は
、
今
後
御
門
流
に
汁
く
こ
と
は
致
さ
ず
、
も
し

背
く
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
現
身
に
は
法
華
経
中
の
三
賓
諸
尊
、
地
棚
大
士
、
十
羅
刹
女
、
三
十
稀
神
、
日
本
国
中
大
小
神
祇
の
斜

を
受
け
、
後
生
に
は
無
間
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
誓
約
申
す
こ
と
は
以
上
の
通
り
で
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
起
請
文
に
つ
い
て
前
掲
の
「
日
隆
大
聖
人
募
縁
誌
」
で
は
「
是
全
日
潮
等
之
一
致
者
流
之
謀
普
也
」
と
あ
る
よ
う

に
、
日
隆
の
起
請
文
に
つ
い
て
①
起
請
文
の
存
在
を
否
定
す
る
見
方
②
存
在
を
認
め
る
も
の
の
内
容
の
解
釈
に
異
義
を
唱
え
る
見
解
、

の
二
つ
が
あ
る
．
し
か
し
日
隆
は
起
講
文
の
存
在
に
つ
い
て
年
時
不
明
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
直
弟
好
学
院
日
信
宛
の
香
状
を

《
Ⅲ
一

送
っ
て
い
る
。

彼
方
に
申
さ
ぬ
法
門
を
、
叩
た
る
よ
し
を
肥
し
て
候
を
、
後
に
兄
て
候
ヘ
ハ
、
悉
如
脅
文
搭
酎
に
て
候
、

只
論
荊
抄
之
難
を
、
彼
ら
不
会
通
し
て
、
惟
立
た
る
一
段
ま
て
に
て
峡
、
後
代
の
た
め
に
、
服
血
に
以
蒋
文
を
申
候
、

此
段
に
て
披
蠅
あ
る
べ
く
峡

態
状
を
進
し
候
、
妙
本
寺
よ
り
の
法
門
之
條
Ⅱ
、
兇
申
候
、
先
間
師
恐
佃
起
論
文
之
邪
ハ
、
本
迩
の
法
門
の
邪
に
て
ハ
候
ハ
す
、

先
年
日
韓
聖
人
の
化
儀
之
珊
に
裕
申
て
候
し
を
、
以
後
本
迩
の
法
門
を
尋
極
て
、
代
々
就
中
日
舞
聖
人
の
御
兼
、
本
迩
之
法
門

に
無
侠
御
座
候
之
間
、
化
儀
の
事
ハ
、
如
何
様
に
も
御
座
候
へ
、
化
法
之
本
迩
之
法
門
肝
要
之
宗
旨
に
て
候
と
て
、
先
ち
ミ
殿

に
対
し
て
、
捨
申
た
る
を
悔
帰
す
に
て
、
化
儀
之
一
段
斗
を
、
さ
ん
け
き
ふ
く
申
た
る
起
請
文
に
て
候
、
聴
本
迩
之
法
理
、
御

侠
之
由
申
て
‐
ち
ミ
殿
と
は
中
を
遠
申
て
、
日
舞
聖
人
を
は
血
脈
に
つ
け
申
候
、
冊
、
其
後
五
条
之
寺
よ
り
、
本
応
寺
へ
か
溌

Ⅱ
陸
聖
人
の
起
舗
文
提
出
に
つ
い
て
の
円
検
討
（
小
西
Ｈ
遥
）
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こ
れ
は
Ⅱ
隙
が
Ⅱ
偏
に
宛
て
た
郡
怖
で
あ
る
が
、
文
愈
は
、
妙
本
寺
よ
り
出
さ
れ
た
法
門
の
条
Ⅱ
を
兇
た
。
Ⅱ
杯
Ⅱ
道
両
師
と
自

分
の
件
い
た
起
硝
文
は
、
本
迩
の
法
門
に
つ
い
て
悔
い
た
も
の
で
は
な
い
。
先
年
Ｈ
韓
師
の
化
儀
に
対
す
る
態
度
を
批
判
し
て
妙
本

寺
を
出
て
術
方
に
本
迩
の
法
門
を
輔
れ
た
結
果
、
妙
本
寺
代
々
の
先
師
こ
と
に
日
舞
師
の
將
述
を
見
て
も
本
迩
の
法
門
に
つ
い
て
誤

り
は
無
か
っ
た
。
化
儀
の
こ
と
は
如
何
様
で
あ
っ
て
も
、
化
法
の
本
迩
の
法
門
こ
そ
肝
要
で
あ
る
か
ら
月
明
師
を
正
さ
ね
ば
な
ら
ぬ

と
、
月
明
師
の
許
を
退
出
し
た
こ
と
を
悔
い
た
も
の
で
、
化
儀
の
こ
と
に
つ
い
て
倣
悔
帰
伏
し
た
起
請
文
で
あ
る
。
そ
の
後
〃
明
師

は
本
迩
の
法
理
に
つ
い
て
誤
っ
て
い
る
と
月
明
師
を
除
き
日
舞
師
を
相
承
の
血
脈
に
付
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
妙
本
寺
よ
り
本
応

寺
へ
本
迩
の
法
門
に
つ
い
て
問
答
の
申
入
れ
が
あ
っ
た
時
、
妙
本
寺
の
論
者
に
私
が
応
対
し
た
。
其
の
時
の
法
門
は
本
迩
勝
劣
と
申

す
法
門
で
あ
っ
た
の
で
、
私
は
「
治
病
抄
一
の
「
本
迩
の
事
理
の
三
千
、
天
地
水
火
」
の
文
を
出
し
、
「
そ
の
迩
門
の
理
の
三
千
と

り
、
本
迩
之
法
門
申
さ
れ
候
し
時
、
愚
佃
罷
出
候
、
其
時
之
法
門
ハ
、
條
目
多
は
沙
汰
な
く
族
、
本
迩
勝
劣
と
申
法
門
に
て
候

之
間
、
愚
仙
治
病
抄
之
本
迩
之
乎
理
之
三
千
、
天
地
水
火
の
文
を
出
し
候
之
時
、
其
迩
門
の
理
の
三
千
と
云
ハ
、
非
法
花
経
に

は
、
天
台
宗
止
観
之
珊
也
と
会
通
す
る
処
を
、
感
佃
会
通
す
る
時
、
次
上
に
法
花
経
の
本
迩
二
門
と
標
釈
し
て
、
結
文
に
本
迩

邪
理
之
三
千
と
結
し
て
御
座
候
間
、
一
経
之
内
の
迩
門
の
聯
也
と
叩
を
、
州
も
不
入
、
声
を
商
し
て
罷
立
候
之
間
、
愚
僻
高
声

に
、
難
勢
を
会
通
せ
す
し
て
槌
立
は
、
負
の
条
、
勿
諭
也
と
申
せ
と
も
、
声
を
商
し
て
ま
き
ら
か
し
て
罷
立
て
峡
、
以
後
日
道

に
叩
て
候
へ
は
、
会
通
史
Ｉ
～
ち
か
は
さ
る
よ
し
被
仰
候
き
、
此
二
ケ
条
に
お
い
て
ハ
、
法
花
絲
中
三
宝
殊
に
は
本
門
本
嫌
尺

迦
・
多
宝
・
上
行
拶
、
鬼
阯
・
十
女
・
瀞
神
．
Ⅲ
辿
大
士
輔
之
御
柵
を
罷
裁
候
ハ
ん
す
る
に
、
虹
ノ
、
非
雌
甫
候
、
此
殿
御
得

迦
・
多
宝
・
上
行
拶
、

心
あ
る
へ
く
峡
、
恐
些

淵
川
十
二
Ⅱ

好
学
院
進
之
峡 恐

々

日
隆
聖
人
の
起
諭
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
遙
）

撒
術（

料
墹
・
花
押
切
収
）
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云
う
は
法
華
経
に
は
非
ず
、
天
台
宗
止
観
の
事
な
り
」
と
会
通
す
る
時
に
「
次
上
に
法
華
経
の
本
迩
二
門
」
と
標
釈
し
て
、
結
文
に

「
本
迩
事
理
の
三
千
」
と
結
し
て
．
経
の
内
の
迩
門
の
事
な
り
」
と
申
す
の
を
相
手
は
聞
き
も
せ
ず
大
声
を
出
し
て
立
ち
去
っ
た
。

私
も
高
声
で
「
反
論
に
答
え
無
い
の
は
負
け
に
な
る
ぞ
」
と
言
っ
た
が
、
相
手
は
声
を
大
き
く
紛
ら
か
し
て
立
ち
去
り
ま
し
た
。
後

に
日
道
師
に
申
し
た
と
こ
ろ
、
会
通
は
間
違
っ
て
い
な
い
と
仰
せ
ら
れ
た
。
以
上
の
如
く
起
請
文
で
は
化
儀
の
面
で
改
悔
し
た
こ
と

と
、
妙
本
寺
と
の
問
答
の
内
容
と
に
つ
い
て
誓
言
を
立
て
、
虚
言
な
ら
ば
法
華
経
中
三
宝
諸
尊
、
本
門
の
本
尊
の
釈
迦
如
来
・
多
宝

如
来
・
上
行
等
の
四
菩
薩
・
鬼
子
母
神
・
十
羅
刹
女
・
三
十
番
神
・
日
蓮
大
聖
人
等
に
よ
る
罰
を
蒙
る
の
で
、
虚
言
を
申
す
こ
と
は

こ
の
書
状
は
日
隆
の
直
兼
と
思
わ
れ
る
が
、
何
故
か
署
名
と
花
押
の
部
分
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
。
年
時
は
書
か
れ
ず
「
霜
月
十

二
日
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
の
書
状
に
つ
い
て
「
両
山
歴
譜
」
（
日
唱
本
）
で
は
、
康
正
元
年
日
信
帥
遷
化
の
項
に
全
文
が

掲
叔
さ
れ
て
い
る
が
、
同
（
日
心
本
）
で
は
宝
徳
三
年
条
に
、
「
何
年
本
能
寺
日
信
上
人
ヨ
リ
、
以
書
告
師
二
妙
顕
寺
ヨ
リ
之
問
条

之
旨
、
井
亦
尋
問
三
師
之
起
請
文
之
実
否
、
師
乃
チ
返
諜
二
委
ク
記
メ
送
レ
リ
ト
云
云
」
と
あ
る
が
、
書
状
の
内
容
は
記
さ
れ
て
い

（
腿
一

な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
松
本
日
宗
師
は
「
そ
の
系
年
を
宝
徳
三
年
と
し
た
こ
と
に
筆
者
は
疑
義
を
も
ち
宝
徳
二
年
以
前
で
あ
る
と
考

察
す
る
が
、
今
は
且
く
之
を
お
く
」
と
あ
り
、
そ
の
後
に
日
偏
師
は
宝
徳
二
年
に
本
能
寺
貫
首
と
な
っ
て
い
る
為
に
書
簡
の
宛
名
を

「
好
学
院
」
と
あ
る
の
は
、
日
信
師
が
本
能
寺
貨
首
就
任
以
前
の
事
で
あ
ろ
う
と
の
意
を
込
め
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

（
咽
一

と
こ
ろ
で
Ｈ
隆
の
直
弟
日
学
が
妙
蓮
寺
Ⅱ
忠
と
の
問
答
を
著
し
た
『
両
門
和
合
決
』
に
三
師
の
起
講
文
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記

抄
』
に
つ
い
て
の
当
方
の
論
渥

の
で
皆
に
披
露
し
て
欲
し
い
。

な
い
、
こ
の
段
得
信
し
て
欲
し
い
。

相
手
方
に
申
し
て
も
い
な
い
法
門
を
申
し
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
悉
く
起
請
文
の
如
く
空
言
で
あ
る
。
『
治
病

』
に
つ
い
て
の
当
方
の
論
に
彼
ら
は
会
通
出
来
ず
に
立
ち
去
っ
た
も
の
で
あ
る
。
後
代
の
為
に
正
直
に
誓
文
を
以
て
申
し
上
げ
る

日
隆
聖
人
の
起
踊
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
遙
）
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「
両
門
和
合
決
一
は
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
七
月
に
難
者
妙
蓮
寺
日
忠
と
答
者
本
能
寺
日
学
の
二
人
の
問
答
体
で
表
き
れ
た
文
章

で
、
当
時
対
立
し
て
い
た
両
山
の
通
用
を
図
ろ
う
と
し
た
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
其
の
冒
頭
に
日
存
日
道
日
隆
三
師
が
月
明
に
出
し

た
誓
状
（
起
諭
文
）
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
る
。

①
日
忠
曰
く
、
日
存
日
道
日
隆
の
三
師
が
具
覚
和
尚
に
誓
状
を
捧
げ
た
が
、
そ
の
中
に
恩
免
に
預
か
れ
ば
三
師
は
今
後
は
高
座
に

述
が
あ
る
。

難
云
、
存
道
隆
之
三
個
、
被
し
捧
二
誓
状
具
覚
和
尚
・
其
趣
云
、
今
般
御
勘
気
預
一
恩
免
一
者
、
自
レ
今
已
後
不
レ
可
し
登
二
高
座
↓
不

し
可
レ
居
衆
頭
云
云
、
若
以
此
三
僧
備
歴
祖
之
位
一
者
、
有
二
冥
慰
其
恐
一
如
何
、

答
云
、
違
一
背
爾
時
誓
文
一
人
、
若
乖
二
冥
慮
一
者
、
賢
寺
之
登
高
座
尊
宿
、
誼
遁
二
其
科
一
所
以
者
何
、
貴
寺
之
尊
宿
、
与
二
我
三

師
・
共
望
二
具
覚
勘
気
之
赦
免
一
見
し
捧
二
彼
誓
状
へ
若
尊
宿
等
禍
條
、
決
定
貴
門
一
同
之
与
同
罪
何
又
免
耶
、
所
詮
、
依
二
法
理
一

所
し
乗
一
指
具
覚
門
下
之
称
一
者
、
於
此
事
↓
争
有
一
冥
襲
之
恐
主
其
上
、
尋
二
誓
状
之
計
略
最
有
二
深
士
堂
所
調
、
存
道
両
公
並

与
同
之
僧
侶
、
喚
妙
本
寺
上
人
具
覚
和
尚
之
法
理
之
乱
裳
難
し
鴫
二
十
余
条
之
諌
皷
《
都
不
し
達
二
微
望
へ
剰
蒙
一
識
臣
之
諦
弍

是
故
一
味
之
衆
徒
等
、
含
一
夷
斉
之
憾
一
俳
掴
四
維
永
守
二
啼
財
之
風
訊
問
八
荒
到
果
到
越
州
本
成
寺
一
調
一
日
陣
和
尚
初
探
二

宗
門
枢
鍵
弐
細
聞
木
法
奇
密
数
々
躰
一
猶
預
之
心
一
卿
屈
求
法
之
圭
竺
時
之
、
賢
哲
等
同
椎
念
彼
十
余
条
之
諫
状
一
但
専
喚
．

化
儀
之
乱
↓
全
非
レ
起
化
法
之
艤
斗
不
し
若
、
望
本
師
恩
免
一
方
挑
一
我
家
之
法
灯
主
髪
故
捧
一
彼
誓
状
一
遂
師
弟
再
会
之
素
志
へ

然
後
論
｜
上
具
覚
之
俗
弟
具
側
大
徳
一
而
崇
亜
本
能
寺
之
法
頭
焉
、
此
賢
臣
等
謙
下
而
末
席
居
、
盛
弘
一
求
得
之
法
味
《
然
則

門
下
織
素
普
販
其
求
法
禿
是
豈
堅
非
し
見
し
守
一
誓
状
之
』
貝
誰
押
成
胡
乱
之
腫
↓
錐
し
然
、
日
存
日
道
下
世
以
後
、
貫
首
並
衆

徒
背
一
正
道
一
向
二
邪
路
へ
其
時
胡
怖
二
彼
誓
状
変
改
・
与
一
此
悪
趣
因
縁
一
乎
、
須
三
以
閉
眼
穿
一
襲
仏
意
一
縦
有
一
吹
毛
人
一
全
不
レ
可

し
得
二
其
暇
班
一
欺

日
隆
聖
人
の
起
請
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
遜
）
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登
ら
ず
、
衆
頭
に
居
せ
ず
と
あ
る
。
も
し
三
師
を
妙
蓮
寺
の
歴
祖
に
加
え
た
な
ら
ば
、
誓
状
の
意
趣
に
違
背
す
る
こ
と
に
な
る
。

②
日
学
曰
く
、
三
師
が
誓
状
に
違
背
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
貴
寺
（
妙
蓮
寺
）
の
尊
宿
（
日
慶
師
）
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
慶

師
も
月
明
の
恩
免
を
望
ん
で
三
師
と
共
に
脊
状
を
捧
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

③
そ
し
て
誓
状
の
提
出
に
は
計
略
が
あ
り
、
存
道
両
師
並
び
に
与
同
の
佃
侶
は
月
明
の
法
理
の
乱
れ
を
嘆
い
て
月
明
に
十
余
条
の

諌
状
を
述
べ
た
が
望
み
は
達
せ
ら
れ
ず
逆
に
謹
臣
の
誘
り
を
受
け
た
。
そ
の
為
に
一
味
の
衆
徒
は
法
を
求
め
て
八
方
に
問
い
、
果
て

は
越
後
の
日
陣
師
に
適
っ
て
宗
門
の
枢
鍵
を
探
り
本
法
の
奇
密
を
聞
い
た
が
求
法
の
志
を
曲
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
時
に
三
師
等
の

十
余
条
の
諌
状
は
化
儀
の
乱
れ
を
暎
い
て
化
法
の
廃
れ
を
起
こ
す
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
月
明
の
恩
免
を
望
ん
で
誓
状
を
捧
げ
て

師
弟
再
会
の
志
を
遂
げ
、
妙
本
寺
の
法
灯
を
掲
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
誓
状
を
捧
げ
て
帰
山
し
、
月
明
の
俗
弟
具
圃
を
請
い
本

能
寺
の
法
頭
に
崇
重
し
、
自
分
た
ち
は
末
席
に
居
し
て
こ
れ
ま
で
求
得
し
た
法
味
を
弘
め
、
門
下
の
綱
素
は
皆
そ
の
法
に
帰
入
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
誓
状
の
旨
を
守
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
。

④
し
か
し
存
道
両
師
遷
化
後
、
妙
本
寺
批
首
並
び
に
衆
徒
は
正
道
に
背
い
て
邪
路
に
向
か
っ
た
。
こ
の
時
に
三
師
達
は
、
誓
状
の

文
面
に
違
背
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
何
も
せ
ず
悪
趣
の
因
縁
に
与
同
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
ど
う
か
Ｈ
を
閉
じ
て
仏
智
を
穿
襲
し

な
き
い
・
た
と
い
吹
毛
の
人
で
あ
っ
て
も
暇
班
を
見
つ
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。

と
あ
っ
て
、
Ｈ
忠
・
日
学
の
両
師
は
皇
師
が
起
諦
文
を
月
明
に
提
出
し
た
こ
と
を
承
知
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一

’

一

１六牙Ⅱ潮のＨ蓮型人門下洲師の伝紀築である「本化別肌佛祖統紀』中の「京兆本能寺開山Ｈ隆上人仰」では、

Ⅲ
際
猟
人
の
起
剛
文
拠
出
に
つ
い
て
の
郷
検
甜
（
小
関
Ⅲ
遡
）

Ⅲ
起
謂
文
に
つ
い
て
の
他
門
流
の
反
応

－39－



二
十
八
日
桂
林
房
日
隆
「
花
押
師
之
直
筆
迄
し
今
竜
華
蔵
中
現
存
多
一
用
和
字
妻
今
課
し
之
突
」
依
し
之
僧
正
容
し
之
、
本
果
朝
者
赴
一
・

帰
本
国
一
蛎
晦
岡
宮
一
彌
構
二
確
執
一
結
し
黛
取
レ
柄
是
以
岡
宮
迄
し
今
不
レ
禍
二
異
端
一
惜
乎
、
朝
亦
是
時
在
し
洛
共
レ
師
踏
吾
奥
閾
令

休
息
之
黛
者
細
知
二
其
非
親
一
・
炎
身
延
《
竜
華
月
明
僧
正
傳
所
謂
河
帯
山
勵
者
是
時
之
事
也
、
寛
正
五
年
甲
申
二
月
二
十
五
日

感
し
疾
泊
然
而
化
壽
八
十
一
、
本
能
寺
今
復
云
二
勝
劣
・
弗
二
師
之
志
ゞ
兒
孫
之
過
悲
、
夫
捨
邪
帰
正
之
誓
詞
現
為
二
龍
華
蔵
物
不
し

可
レ
謹
依
而
如
今
係
二
正
傅
↓
（
傍
線
は
縦
者
加
筆
）

と
あ
る
が
、
日
潮
は
「
存
純
誤
走
二
本
迩
勝
劣
之
異
路
一
築
一
妙
蓮
寺
一
而
居
師
亦
随
し
之
、
於
後
存
純
者
識
二
其
逆
路
↓
造
二
告
文
一
謝
罪

於
月
明
僧
正
↓
師
独
不
し
移
執
弊
確
如
終
樵
一
別
職
一
」
さ
ら
に
「
月
明
僧
正
間
し
之
大
悟
召
至
糺
レ
之
師
不
し
屈
及
一
議
論
累
日
不
し
眠
工

夫
千
般
一
時
開
悟
独
醒
待
レ
旦
疾
走
謝
し
罪
僧
正
、
不
し
肯
尚
硬
一
旧
執
《
於
レ
是
師
造
二
告
文
一
諭
し
信
、
其
文
日
（
略
）
依
レ
之
個
正
容

し
之
」
と
あ
っ
て
、
日
隆
が
本
迩
勝
劣
の
逆
路
に
あ
っ
た
が
、
月
明
に
告
文
を
提
出
し
て
謝
罪
し
た
と
し
て
、
本
迩
勝
劣
義
に
つ
い

’

Ｉ
Ｉ

路
伽
耶
陀
一
後
悔
千
蔦
、
今
依
二
師
策
一
捨
邪
帰
正
再
浴
一
先
師
眞
正
之
慈
澤
恥
重
復
違
二
背
此
』
且
現
世
蒙
一
法
華
経
中
三
宝
地

１
１
１

旦
疾
走
謝
し
罪
、
僧
正
不
し
肯
尚
砥
．
｜
蒋
執
一
於
し
是
師
造
一
告
文
↓
識
し
信
、
其
文
日
、
敬
白
起
證
文
、
劣
弟
誤
生
二
邪
見
一
為
一
逆

師
諒
日
隆
初
造
一
日
立
一
於
後
改
し
之
、
字
深
間
号
二
精
進
院
一
呼
一
桂
愁
屠
越
之
中
州
人
桃
井
氏
左
馬
頭
尚
儀
之
子
、
師
之
叔

父
有
二
日
存
Ｈ
純
一
共
髄
華
舞
公
門
人
也
、
師
羨
レ
之
遂
出
家
獄
仕
一
子
舞
公
呼
二
桂
林
一
段
不
幸
蚤
惟
｜
識
公
之
喪
一
時
師
二
十

二
歳
、
存
純
誤
走
本
迩
勝
劣
之
異
路
一
築
妙
辿
寺
一
而
居
師
亦
随
し
之
、
於
後
存
純
者
識
一
其
逆
路
一
造
一
告
文
謝
一
罪
於
月
明

僧
正
《
師
独
不
レ
移
執
弊
確
如
終
構
別
蘆
一
今
之
本
能
寺
是
也
、
又
築
攝
之
尼
崎
本
興
寺
一
而
弘
通
接
度
突
、
時
有
二
本
果
院

日
朝
一
甲
州
立
正
寺
駿
州
光
長
寺
両
山
主
也
、
上
都
謁
修
師
朝
素
挟
｜
勝
劣
之
見
一
師
鍋
レ
懐
傾
レ
胸
終
日
不
し
述
両
人
王
喜
和
者
亦

鯵
一
時
呼
西
隆
束
朝
也
、
月
明
僧
正
剛
し
之
大
悟
召
至
糺
レ
之
師
不
し
屈
及
一
議
論
一
累
日
不
し
眠
工
夫
干
般
、
一
時
淵
悟
独
醒
待
し

日
隆
聖
人
の
起
読
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
邊
）

’

一
後
生
堕
在
無
間
奈
落
一
者
也
、
価
誓
状
如
レ
件
、
応
永
二
十
五
年
三
月

’
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て
改
悔
し
た
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
引
用
さ
れ
た
起
謝
文
（
怖
線
部
分
）
は
現
在
妙
顕
寺
所
蔵
の
文
面
と
は
異
な
り
、
ま
た
「
花

押
師
之
直
筆
迄
し
今
竜
華
蔵
中
現
存
多
二
用
和
字
一
今
課
し
之
突
」
と
あ
る
こ
と
が
不
審
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
隆
直
兼
の
花
押
が

有
り
、
現
在
ま
で
妙
顕
寺
の
蔵
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
和
字
即
ち
仮
名
文
字
が
多
い
の
で
こ
こ
で
は
漢
字
に
翻
訳
し
た
と
の
意
味
で

あ
る
。
し
か
し
妙
顕
寺
に
現
存
の
日
隆
起
論
文
は
全
文
漢
字
で
表
記
さ
れ
、
日
隆
直
雅
と
さ
れ
て
い
る
の
で
日
潮
の
引
用
す
る
起
諭

文
は
後
日
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

一

旧

》

ま
た
Ⅱ
蓮
飛
人
門
下
教
学
史
研
究
の
猴
斗
で
あ
る
宮
崎
英
修
氏
は
「
Ⅱ
迦
教
団
史
研
究
の
課
組
」
と
脳
す
る
獅
油
に
お
い
て
、

（
日
隆
は
）
応
永
二
十
瓦
年
に
起
論
文
を
出
し
て
、
こ
れ
ま
た
月
明
に
帰
伏
し
た
の
で
す
。
帰
伏
す
る
と
こ
ろ
の
一
筆
、
す
な

わ
ち
、
「
奉
捨
邪
帰
正
意
趣
者
、
依
魔
障
奉
廃
先
師
捨
御
門
流
住
子
遠
心
之
条
、
後
悔
千
万
也
、
己
今
翻
彼
邪
心
之
上
者
、
錐

為
向
後
全
不
可
奉
背
御
門
流
者
也
」
こ
う
い
う
起
請
文
を
書
い
て
月
明
に
帰
伏
し
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
（
中
略
）
（
月
明
は
）

ま
た
従
来
の
よ
う
に
摂
受
的
な
態
庇
を
と
り
、
賢
顕
と
交
際
し
、
ま
た
同
じ
よ
う
に
帯
刀
の
浪
人
を
慨
き
、
外
に
出
る
時
は
そ

の
人
々
を
供
に
つ
れ
て
行
く
。
そ
こ
で
ま
た
、
仰
び
過
・
隙
・
腿
聯
の
洲
師
は
、
Ⅱ
明
に
対
し
て
こ
れ
を
拾
て
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
。
こ
の
時
に
、
こ
の
頃
す
で
に
Ⅱ
存
・
冊
隆
、
あ
る
い
は
Ⅱ
道
等
は
当
時
流
行
の
勝
劣
義
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
訳
で
し
て
、
た
ま
た
ま
妙
本
寺
の
衆
徒
と
日
隆
は
勝
劣
の
件
に
つ
い
て
争
い
、
つ
い
に
日
隆
は
、
二
十
五
年
に
背
い
た
と

こ
ろ
の
起
請
文
を
破
廃
し
、
再
び
独
立
し
て
、
い
わ
ゆ
る
八
品
門
流
を
建
て
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
時
の
手
紙
が

本
能
寺
に
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
「
妙
本
寺
よ
り
の
法
門
之
条
目
見
申
候
、
先
両
師
恐
憎
起
微
文
之
事
」
両
師
と
い
う
の
は
、

隆
師
の
兄
弟
子
Ⅲ
存
．
Ⅱ
道
の
間
帥
と
、
そ
れ
と
側
分
の
件
い
た
起
捌
文
、
「
起
耐
文
迄
邪
ハ
本
迩
の
法
門
の
邪
に
て
ハ
候
ハ

ず
」
１
本
迩
二
門
勝
劣
推
法
門
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
先
年
Ｈ
灘
型
人
の
化
儀
之
聯
に
捕
叩
て
峡
し
を
、
以
後
本
迩
の
法
門
を

尋
極
て
代
々
、
就
中
Ⅱ
毒
聖
人
の
御
縦
本
迩
之
法
門
に
無
し
恨
御
座
候
之
間
、
化
儀
の
事
ハ
如
何
様
に
も
御
座
候
へ
」
ｌ
日
韓

日
隆
聖
人
の
起
鋪
文
提
出
に
つ
い
て
の
Ⅳ
検
討
（
小
西
Ｈ
通
）
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て
船
伏
し
た
の
で
あ
る
と
弁
明
し
、
化
法
の
本
迩
勝
劣
に
は
無
間
係
で
あ
る
と
主
張
し
、
改
め
て
勝
劣
義
を
も
っ
て
自
身
本
来

の
義
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
択
で
あ
り
ま
す
。
（
文
中
の
鉤
括
弧
と
二
爪
怖
線
部
は
飛
将
の
加
箙
で
あ
る
）

と
、
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
ま
ず
「
た
ま
た
ま
妙
本
寺
の
衆
徒
と
日
隆
は
勝
劣
の
件
に
つ
い
て
争
い
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
月
明

派
過
の
忠
賢
千
如
坊
と
の
問
答
で
あ
ろ
う
か
、
不
明
で
あ
る
。
次
に
日
隆
は
前
掲
書
状
の
中
で
、
「
日
舞
聖
人
の
化
儀
之
事
に
捨
申

て
候
し
を
」
と
あ
っ
て
、
妙
本
寺
を
出
た
の
は
日
舞
の
化
儀
面
が
放
逸
で
あ
る
為
で
、
月
明
の
化
儀
に
対
す
る
表
明
で
は
な
く
、
帰

山
し
た
の
も
「
就
中
日
韓
聖
人
の
御
誰
、
本
迩
之
法
門
に
無
俣
御
座
候
之
間
」
と
月
明
以
前
の
妙
本
寺
歴
世
の
化
法
が
本
迩
勝
劣
義

で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
が
理
由
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
宮
崎
氏
は
「
日
詠
上
人
の
主
張
さ
れ
る
本
迩
一
致
の
法
門
に
つ
い
て
」

と
、
Ⅱ
舞
師
を
一
致
派
の
先
師
と
表
現
さ
れ
、
従
っ
て
Ⅱ
韓
肺
に
対
し
て
改
悔
す
る
こ
と
は
勝
劣
稚
を
拾
て
て
一
致
炎
に
州
伏
し
た

受
的
で
あ
る
と
誤
解
し
て
遠
離
於
塔
寺
を
色
読

I

論
文
は
化
儀
・
化
法
両
面
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
日
隆
は
化
法
の
本
迩
一
致
の
面
を
ふ
せ
て
、

法
門
に
つ
い
て
上
人
の
申
き
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
私
の
主
披
が
誤
っ
て
い
た
と
上
人
に
州
伏
後
悔
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
火
は
本
迩
法
門
の
化
法
に
は
側
係
な
く
た
だ
化
儀
の
法
門
だ
け
に
対
し
て
悔
い
か
え
し
た
の
で
あ
る
。
と
、
こ
う
い

う
ふ
う
に
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
伽
の
Ｈ
存
・
日
道
の
改
悔
状
、
日
隆
の
改
悔
状
を
見
れ
ば
明
白
な
よ
う
に
、
そ
の
起

上
人
の
法
凹
は
本
迩
勝
劣
捉
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
を
嗣
が
れ
た
所
の
″
明
上
人
は
本
迩
の
一
致
の
主
渋
で
あ
る
と
い

う
の
で
す
が
‐
「
化
法
之
本
迩
之
法
門
肝
要
之
宗
旨
に
て
候
と
て
、
先
ち
ミ
殿
に
対
し
て
裕
叩
た
る
を
悔
帰
す
に
て
、
化
儀
之

一
段
斗
を
さ
ん
げ
き
ふ
く
申
た
る
起
諦
文
に
て
族
、
」
ｌ
化
儀
の
事
、
す
な
わ
ち
化
儀
の
儀
は
法
門
、
宗
義
を
弘
通
す
る
と
こ

ろ
の
方
軌
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
弘
通
上
の
あ
る
い
は
折
伏
、
あ
る
い
は
摂
受
的
な
方
法
を
と
り
ま
し
て
も
、
要
す
る
に
そ
れ
は

一
つ
の
化
儀
で
す
。
弘
通
す
る
と
こ
ろ
の
化
儀
、
そ
の
化
儀
の
法
門
は
と
も
か
く
も
、
日
韓
上
人
の
主
張
さ
れ
る
本
迩
一
致
の

Ｈ
隆
型
人
の
起
諭
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
遙
）

さ
れ
た
折
伏
的
な
化
儀
で

単
に
月
明
の
化
儀
を
摂

こ
と
を
改
悔
し
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と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
Ⅱ
隆
は
、
Ⅲ
韓
師
を
勝
劣
派
の
先
師
と
兇
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｈ
韓
帥
に
蹄
伏
し
た
と
し
て
も
、
勝

劣
義
を
拾
て
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
側
隆
が
月
明
の
化
儀
を
談
解
し
て
い
た
こ
と
で
改
悔
し
た
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
将

状
の
趣
意
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
隆
起
論
文
の
項
で
記
し
た
よ
う
に
、
誓
状
の
文
而
に
は
一
致
義
・
勝
劣
義
と

い
っ
た
文
言
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
も
し
月
明
が
三
師
側
を
徹
底
し
て
抑
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
よ
り
具
体
的
な
教
義
的
な
表
記

が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

さ
ら
に
日
隆
と
月
明
側
の
問
答
に
お
い
て
、
書
状
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
妙
本
寺
側
の
一
方
的
な
言
動
で
終
始
し
た
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
〃
明
側
が
Ⅱ
隙
の
勘
旨
を
破
れ
な
か
っ
た
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
三
節
に
わ
た
っ
て
日
隆
が
妙
本
寺
帰
山
時
に
月
明
に
提
出
し
た
起
請
文
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
ま
ず
「
Ｈ
像
門
家
分
散

之
由
来
記
』
と
日
隆
伝
記
書
に
見
え
る
起
請
文
提
出
に
関
わ
る
記
事
を
検
討
し
た
結
果
、
『
日
像
門
家
分
散
之
由
来
記
」
で
は
、
日

存
・
日
道
・
日
隆
の
三
師
は
月
明
の
化
儀
・
化
法
両
面
を
批
判
し
て
退
出
し
た
が
、
そ
の
後
存
・
道
両
師
は
妙
本
寺
が
破
却
さ
れ
た

こ
と
で
Ⅱ
明
が
速
離
於
塔
寺
の
難
に
適
っ
た
と
し
て
起
謝
文
を
納
め
て
舵
山
し
た
。
当
時
Ⅱ
隙
は
別
行
動
で
あ
っ
た
が
、
月
明
が
派

過
し
た
忠
蘭
千
如
坊
と
の
問
群
に
よ
っ
て
起
紬
文
を
提
出
し
て
船
山
し
た
、
と
あ
る
。
術
伝
紀
件
に
お
い
て
、
三
帥
は
Ⅱ
明
の
態
度

を
批
判
し
て
妙
本
寺
を
退
出
し
た
が
、
Ⅱ
明
が
妙
本
寺
を
破
却
さ
れ
て
知
見
へ
避
雌
の
後
、
Ⅱ
存
．
Ⅱ
通
の
脚
帥
さ
ら
に
Ⅲ
隙
が
蹄

川
し
た
が
、
各
々
起
諭
文
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
Ｈ
隆
起
甜
文
に
つ
い
て
、
文
章
中
に
「
拾
邪
帰
正
」
「
翻
彼
邪
心
」
「
不
可

奉
背
御
門
流
者
」
等
と
あ
る
こ
と
が
化
儀
・
化
法
の
い
ず
れ
を
指
す
の
か
が
間
魑
と
さ
れ
た
。

ま
と
め

Ｈ
隙
聖
人
の
起
諭
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
逵
｝
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Ⅱ
降
門
流
で
は
三
師
は
、
日
舞
師
の
化
儀
面
を
批
判
し
て
妙
本
寺
を
退
出
し
た
が
、
師
の
化
法
而
は
勝
劣
義
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
た
の
で
化
儀
耐
に
つ
い
て
改
悔
し
て
端
山
し
た
と
耐
い
、
他
門
流
か
ら
は
Ⅱ
隙
の
起
耐
文
は
化
儀
・
化
法
共
に
改
悔
し
た
も
の

で
、
Ⅱ
隆
は
一
致
義
に
肌
服
し
た
と
砿
伝
し
た
。
し
か
し
妙
本
寺
と
の
間
符
に
つ
い
て
Ｈ
隙
間
縦
の
神
状
が
〃
在
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
日
隆
が
一
致
義
に
服
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
神
状
の
縦
将
の
粁
名
と
花

押
の
部
分
が
切
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
門
流
内
に
も
こ
の
諜
状
の
存
在
を
不
明
に
し
て
、
問
答
そ
の
も
の
を
無
か
っ
た
こ
と
に

し
た
い
と
考
え
た
者
が
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
百
像
門
家
分
散
之
由
来
記
』
中
に
「
其
時
日
陸
ガ
起
請
文
ノ
案
ヲ
妙
蓮
寺

ヨ
リ
当
寺
（
妙
顕
寺
）
へ
借
用
ス
、
即
チ
写
御
借
シ
也
云
云
」
と
あ
る
が
、
こ
の
文
か
ら
当
時
妙
顕
寺
に
は
日
隆
の
起
請
文
が
保
存

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
現
存
『
妙
顕
寺
文
書
』
中
の
「
日
存
。
Ｈ
純
起
請
文
」
と
「
日
立
起
諭
文
」
の
文
書
と
し
て

の
真
偽
に
も
Ⅲ
わ
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

晶
脆
一

Ｗ
脱
す
れ
ば
京
郁
要
法
寺
十
二
世
広
厳
院
Ｈ
辰
が
水
禄
元
年
二
流
茄
八
）
に
粁
し
た
「
負
薪
記
」
に
お
い
て
、
「
京
都
の
仙
檀
一

人
二
人
兀
人
三
人
多
蹄
本
能
。
又
不
州
本
能
所
の
Ⅱ
要
Ｈ
眼
群
の
云
、
八
肺
は
怖
の
座
、
神
力
の
一
砧
別
し
て
肝
心
、
宝
蝶
の
一
砧

は
元
意
の
一
州
と
刊
也
。
」
（
中
略
）
「
端
各
新
所
述
立
を
好
み
学
文
せ
ず
ぱ
、
末
の
肚
に
干
所
述
立
す
と
も
一
時
に
本
能
の
末
排
と

成
ら
ん
、
悲
故
。
」
と
、
自
門
流
と
比
べ
て
本
能
寺
門
流
の
勢
い
の
強
さ
を
記
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
当
時
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て

い
た
本
能
寺
の
開
山
日
隆
が
か
っ
て
一
致
派
に
対
し
て
改
悔
の
起
諭
文
を
提
出
し
た
こ
と
を
喧
伝
す
る
為
に
、
妙
顕
寺
に
は
無
か
っ

た
日
隆
の
起
請
文
を
書
写
し
て
保
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

Ⅱ
隆
剛
人
の
起
舗
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
Ⅱ
逃
）
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（
９
）
註
（
１
）
引
用
書
。

（
叩
）
妙
顕
寺
文
書
絹
纂
会
編
「
妙
顕
寺
文
書
二
」
（
平
成
二
十
五
年
妙
顕
寺
）
。

（
皿
）
「
本
能
寺
史
料
中
世
編
』
（
平
成
十
八
年
思
文
側
出
版
）
、
所
収
四
一
号
「
日
隆
書
状
」
。
尚
、
書
状
中
「
以
後
日
常
に
申
て
候
へ

は
」
と
あ
る
が
、
原
文
写
真
を
見
る
と
「
Ⅱ
道
」
で
あ
る
の
で
訂
正
し
た
。

（
吃
）
松
本
日
宗
「
隆
聖
御
淌
凪
に
つ
い
て
」
二
枕
林
学
叢
」
第
四
号
昭
測
弐
十
八
年
）
垂
○
一
頁
参
照
。

Ｅ
）
”
唾
雑
両
門
測
合
決
」
（
「
求
門
史
縦
」
第
Ⅲ
号
昭
和
Ｋ
十
七
年
雅
門
史
縦
会
）
、
松
本
Ⅱ
求
忌
睡
州
間
門
和
合
決
撫
釈
」

（
「
求
門
史
綾
」
輔
Ⅲ
号
川
棚
九
’
し
年
旅
円
史
縦
会
）
。

（
８
）
註
（
７
）
引
用
杏
。

（
２
）
小
西
撤
龍
『
Ｈ
隆
聖
人
略
伝
」
（
昭
和
六
十
年
東
方
出
版
）
七
四
頁
～
七
八
頁
、
九
九
頁
～
二
四
頁
参
照
。
小
西
徹
髄
「
日
存
・

日
道
・
日
隆
三
師
起
請
文
と
本
応
寺
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
二
桂
林
学
叢
」
第
二
十
一
号
平
成
二
十
一
年
）
。

（
３
）
『
日
蓮
宗
求
学
全
脊
』
第
十
八
巻
史
伝
旧
記
部
㈲
（
昭
和
四
十
三
年
山
喜
房
仏
書
林
）
ｃ

（
４
）
香
川
県
國
祐
寺
蔵
『
当
要
集
」
所
収
、
寛
文
六
年
写
、
『
興
隆
学
林
紀
要
」
第
四
号
に
翻
刻
文
掲
栽
。
尚
、
日
隆
の
伝
記
書
に
つ
い
て

は
縦
（
２
）
引
川
神
二
二
八
面
以
下
に
解
説
。

（
５
）
湛
膿
川
巾
本
厳
寺
蔵
本
。
沁
械
’
九
年
Ⅲ
寛
（
昭
測
電
十
八
年
本
厳
が
刊
行
）
。

（
６
）
件
川
県
本
弛
が
蔵
本
。
文
政
十
望
年
Ⅱ
労
。

（
７
）
「
本
能
寺
史
料
古
腿
録
鯆
』
（
平
成
ｌ
Ⅲ
年
思
文
Ⅲ
川
版
）
．

（
１
）
側
粁
「
Ⅱ
隆
大
聰
人
線
縁
総
」
上
・
下
。
枚
方
市
大
隆
寺
巌
本
。
天
保
九
年
日
衙
。
伝
肥
部
の
み
「
興
隆
学
林
紀
要
』
輔
六
号
・
八

肢号
に
翻
刻
文
掲
戟
。

Ⅱ
際
聖
人
の
起
踊
文
提
出
に
つ
い
て
の
仰
検
討
（
小
西
Ｈ
遥
）
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付
紀
本
棚
は
令
和
三
年
庇
法
蕪
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
お
け
る
縦
将
の
発
我
「
Ｈ
隆
型
人
起
柵
文
に
側
す
る
柵
川
題
の
郷
検
討
」
を
改

稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
当
時
御
桁
摘
を
繭
い
た
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
Ｍ
）

（
喝
）

（
脇
）キ

ー
ワ
ー
ド
Ⅲ
＃
・
側
近
起
柵
文
川
隙
起
州
文
脚
像
Ⅲ
家
分
散
之
曲
来
紀
両
門
和
合
決
本
化
別
砿
仏
Ⅲ
統
紀

日
隆
聖
人
の
起
耐
文
提
出
に
つ
い
て
の
再
検
討
（
小
西
日
逵
）

六
牙
院
剛
測
「
本
化
別
蚊
仏
祖
統
紀
」
（
平
成
九
年
妙
音
院
）
三
八
一
頁
。

窟
崎
英
修
「
Ⅱ
蓮
救
団
史
研
究
の
課
脳
」
（
「
大
崎
学
糀
』
鋪
三
二
妙
昭
和
五
十
三
年
）
。

扉
東
方
仏
教
准
撫
」
鋪
四
巻
随
飛
部
（
昭
和
五
十
年
、
潴
粁
出
版
）
。

｜
｜

’
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